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経済論叢(京 都 大学)第162巻 第1号.,1998年7月

ス ウ ェ ーデ ンの文 化政 策 と分 権 型 評 価 シス テ ム

ー 分 権 型 財 政 シ ステ ム と文 化 支 援 政 策 の 展 開 〔2}一一一

後 藤 和 子

分権型財政システムと文化支援政策の展開(1>(『経済論叢』第161巻 第2号)

では,芸 術 ・文化の公的支援理論の検討を通 して,分 権化を踏まえた評価 シス

テムが,.文化経済学の新たな評価 システム論 として提起されることを述べた。

ここでは,ス ウェー.デンの文化政策における分権化の経過に関して,地 域レベ

ルの公的支援の根拠論と分権的評価シ.ステムという視角から検討する。

1ス ウェーデンの文化政策における.分権化の経過

ス ウ ェー デ ンの政 治 経 済 シ ス テ ムは,.公 共 的 で分 権 的で あ る とい う評 価 が な

され て い る こ とは,論 文(Dで 述 べ た 通 りで あ る。.しか し,文 化 政 策 に関 して は,

必 ず し も分権 的で あ る とい う評 価 が 一 般 的 で は な い 。 文 化経 済 学 会 会長 の ス ロ

ス ビーの 論 文 の 中 で は,琴 ウ ェーデ ンの 文 化 政 策 は,公 共 的で 集 権 的 な類 型 と

して分 類 さ れ て い.るL,。しか し,こ れ は文 化 支 出 だ け を見 て い るか らで あ る。

国際 比 較 で は,ス ウ ェー デ ンの文 化 支 出 は戸 対GDP比 で 最 も高 く,中 央 政 府

の支 出割 合 も比 較 的高 い。 しか し,こ の 数 字 だ け か ら,文 化 政 策が 集権 的で あ

る と結 論 づ け るの は 早計 で あ る。 スウ ェ ーデ ンで は,1974年 以 降,文 化 的享 受

や 活 動 に お け る平 等 を実現 す るた め に,文 化 政 策 の 分 権 化 を 強 く打 ち 出 して い

る 。.その た や,国 の 予算 は,こ の平 等 を実 現 す るた め に地 方 へ も配 分 さ れ て お

り,集 権 的か ど うか は,予 算 配分 に お け る意 思 決 定 過 程 や 文 化 政 策 との 整合 性

1)ThrD5by,D.,"TheProductionandCロnsumpt注onoftheArts=AViewof〔:ujturalEcono.

mics",而 駆ηπα'oゾ 盈 σηoη¢κLゴ 置8耀 臨 隅1994,P・21・
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を見 て判 断 す る必 要 が あ る。 文 化 政 策 の 内容 や 実 際 の 政 策 遂行 過程 か ら判 断す

る と,ス ウ ェ ーデ ンの 文 化 政 策 は分 権 的で あ る と思 わ れ る。.スウ ェー デ ンの文

化政 策 に お け る分 権 化 の 経 過 とそ の評 価 につ い て は,後 に詳 し く検 討 す る こ と

に して,ま ず,今 日の 文 化 政 策 が どの様 に形 成 され て きた のか につ い て触 れ て

お きたい 。 な お,ス ウ ェー デ ンの 文 化 政 策 の研 究 は,1996年4月 ～5月 の調 査

に基 づ くもので あ る%

1ス ウェーデンの文化政策の歴 史的沿 革

ス ウ ェー デ ンの文 化 政 策 の ル ー ツは17世 紀 に遡 る こ とが で き る。 そ れ は,文

化財 や 文 化 遺 産 の保 護 か ら始 め られ た 。18世:紀 に は,ロ イ ヤ ル ・オペ ラ(1771.

年),王 立劇 場(1788年),国 立 博物 館(1792年)が 王 室 の援 助 で 建 設 され る。

この様 な 文化 政 策 へ の 王 室 ゐ 積 極 的 関 与 は フ ラ ンス の影 響 に よ る も ので あ る。

貧 しい農 業 国で あ った ス ウ ェー デ ンが 工業 化 に よ り近代 国家 へ の道 を歩 み は

じめ るの は19世 紀 後 半 で あ る。 銅 や 鉄,木 材 等豊 富 な資 源 が 近 代 化 を支 え る原

料 とな るが,同 時 に鉄 道 網 とマ ンパ ワー(教 育)が 近代 化 へ の イ ンフ ラ整 備 の

中心 で あ った 。1842年 に学 校 法 が 導 入 さ れ,教 区 ご とに常 設学 校 が 建 設 され て,

す べ て の児 童 に無 料 で 教 育 を提 供 す る こ とが 教 区 の義 務 とな る。 ス ウ ェ ーデ ン

の 近代 化 は,.国 家 主 導 に よ る もの で はな く,話 し合 い と合 意 形 成 に基 づ くもの

で あ る。 古 くか ら,自 作 農 階 級 の 力 が 強 く,国 の 政治 に も影 響 力 を及 ぼ して き

た とい う民 主 主義 の伝 統 が あ る。 労 働 者 の 政 治 的 目覚 め も早 く,1869年 に レ ン

ガ積 み 職 人 の ス トラ イキ,1879年 に は最 初 の 大 型 労働 争議.がお こ り,1881年 に

は 「社 民 協 会 」が 発 足,1889年 に は社 民 党 が 結 成 さ れ る 。

この 様 な民 主主 義 の伝 統 を引 き継 い だ19世 紀 の 労働 者 や 市民 の運 動 と,王 室

の伝 統 が 混 ざ り合 って今 日の文 化 政 策 の 骨 格 が つ くられ て い る 。1900年 代 の早

2)リ ク ス テ ア テ ル ン 〔国 立 劇 団Lダ ー ラ シ ア タ ー を訪 問 し...ま た.コ ツ.パー バ ー グ県 の 文 化 担

当 者,ド ラマ テ ィ ック ・.インス テ ィ テ ェー トの ア ド ミニ ス テ ィ ッ ク ・デ ィ レク タ ー等 に も お会 い

して,お 話 を 聞 く こ とが で きた,調 査 に随 行 して 下 さ った り ク ス テ ア テ ル ン の テ クニ シ ャ ン ・

OllcSkogh氏 にお 礼 を申 しあ げ る。
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い時 期 に,公 立 図 書 館 へ の 国 の 補助 が始 ま り,劇 場 へ の 補 助 は1930年 代 に宝 く

じか らの拠 出で 始 め られ て い る 。 そ の後,宝 く じに よ る補 助 は 通 産 省 の 管轄

そ の他 の文 化 政 策 は教 区 を 管 轄 す る 省 の 管轄 で あ っ たが,1963年 に文 化 省 が で

きて統 合 され た。 文 化 行 政 の 今 日的 枠 組 み は この時 に始 ま った もの で あ る。 文

化行 政 が対 象 とす る領 域 は,マ ス ・メデ ィア(放 送,.フ ィル ム,出 版,新 聞),

博 物館,劇 場,舞 踊,音 楽,視 覚 芸 術,図 書 館,芸 術 家 へ の補 助,文 化 遺 産 の

保 護 な ど広 範 で あ るが,官 僚 の 人 数 は少 な い 。

今 日 の文 化 政 策 の 目標 と方 法 は,1970年 代 に確 立 さ れ た もの だが,そ の萌 芽

.は30年 代 に始 ま って い る。文 化 政 策 も30年 代 に始 ま る"人 々 が 豊 か に生 きる こ

.と"を 目標 と した福 祉 国 家建 設 の...・部 と して 確 立 して きた もの で あ る 。1933年

に は,全 国巡 回公 演 を行 う国 立劇 団(リ ク.ステ ア テ ル ン)が,60年 代 に は,シ

ネマ セ ン ター や ス ト ック ホ ル ム,ヨ ー テ ポ リ,マ ル.メに 国 立 演 劇 学 校(ユ963

年 〉 が 創設 され る。 ま た,60年 代 には,こ ど もや 若 者 のた めの 演 劇 創 造 も本 格

化 し,リ ク ズテ アテ ル ンの 中 に こ ど もの た め の演 劇 を専 門 とす る ウ ンガ リク ス

が 創 設 され る(1966年)等 の 質的 飛 躍 が あ った 。 こ う した動 きが 政 府 に よ る調

査 と結 びつ い て 】974年 の包 括 的 な文 化 政 策 とな る。 まず 市 民 レベ ル の動 きが あ

り,そ れ が 政 策 に結 実 して い くの もこ の国 の特徴 で あ る。

21974年 の文化政策における分権化の特徴

1974年 に議会で採択された文化政策は,「 よく発達した福祉国家は,す べて

の人々に,財 産の安全,社 会福祉ばかりでな.く,.質の高い文化的環境 を提供す

べきである。」という理念に基づ き,次 の8つ の目標を掲げている。

。表現の自由を守ること,表 現の自由を行使する機会をつ くること

・人々に創造的活動に携わる機会を与えること

・文化分野における商業主義の悪影響を防ぐこと

。文化分野における活動 と意思決定の分権化をすすめること

・社会的に不利な立場の人々の文化的経験の機会と必要に配慮すること
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・.芸術 的文 化 的創 造 を促 進す る こ と

・古 い時 代 の文 化 を守.り,そ の復 興 を保 障 す る こ と

6文 化 の 国際 交 流 を促 進 す る こ と

ス ウ ェー デ ンの 人 口 は約880万 人.国 十 面 積 は45万kmz,ス トック ホ ル ム近 郊

に160万 人 が 集 中 し,南 北 に長 い こρ 国 で は,文 化 の 享受 に地 理 的 ・経 済 的 格

差 が生 じや す い 。 こ う した 格差 を解 消 し,全 ての 人 々 が 文 化 活 動 に 参加 す る権

利 を保 障す る こ の政 策 は,芸 術 ・文 化 分 野 に お.ける人 々 の 平等 と,そ の た め の

分 権 化 を強 く打 ちだ した もの とい え る。 また,文 化 や 芸 術 に対 す る好 み は経 験

に よ っ てつ くられ るの で,こ う した経 験 の機 会 を こ ど も時 代 に つ くる こ と も文

化 的平 等 を保 障 す る.ヒで大 切 な こ とで あ る。 ス ウ ェー デ ンで は,全 て の 人 々が

芸 術 活 動 に参 加 す る機 会 を増 や す た め に,こ ど も時 代 の 学 習 や 経験 を重 視 す る。

1979年 に は,文 部 省 の 中 の研 究 グ ルー プ の提 案 に よ り,次 の よ うな,こ ど もの

た め の文 化 政 策 が ス ター トして い る。

・こ ど もは,こ ど もの た め の文 化 だ けで な く,す べ て の 文 化 に触 れ る機 会 を

与 え られ な けれ ば な らな い

・こ ど もが 生 きて い る環 境 を 可能 な限 りよ くす る こ と

・こ ど もの創 造 性 を伸 ば す こ と

・障 害(身 体 的 ・精 神 的 ・社 会 的)を 持 った こ ど もた ち に は
,特 別 な注 意 が

払 わ れ な けれ ば な らな い

これ ら は,例 えば,国 が助 成 してい る演 劇 の41%は こ ど もの た め の もので あ る

等,実 効 性 を持 った 政 策 とな って い る3〕。

と ころで,.ス ウェ ー デ ンの分 権 化 に は,も う1つ の 側 面 が あ る。 そ れ は,意

思 決定 の分 権 化 で あ る。 国 立 と呼 ば れ る多 くの芸 術 団 体 が,政 府 に 雇 用 さ れ た

非 営 利 組織 で あ り,補 助 金 の使 途 につ い て は理 事 会 で 自 由 に決 定 で き る し くみ

5).ス ウェーデ ンのこどものた めの演劇の水準 は大変高い。1960年 代 に演劇人の努力で,こ どもの

ための演劇 とい う新 しい分野が拓かれたが,日 本の児童劇 団とは違 い,大 人のための演劇 とこど

ものための演劇 の両方 を創 る劇 団がほ とん どであるσ



ス ウェーデ ンの文化政策 と分権型評価システム(23)23

になっている。この様な国と非営利組織 との関係はスウェーデンの歴史の中で

培われたものである。 しか し,こ うした理事会での意思決定は,フ レ.イとポメ

レーネが指摘するような閉ざされた共同の意思決定であろうか㌔ フレイとポ

.メレーネが指摘する芸術団体における非効率は,官 房的予算の.ドで生じやすい

が,ズ ウ土一.デンの予算過程における意思決定のしくみは,官 房的予算とは大

変異なっている。例えば,.国 レベルの文化予算の決定過程は、以下のようであ

る。まず,文 化省が文化政策や指針 ・組織変更 ・予算等について.議 会に提案

する。この提案は,議 会の中の文化委.員会で議論され,必 要なら議会の採決に

かけられる。決定された政策の実行 と予算の執行については,文 化省が責任を

持つ。文化評議会は,文 化政策の遂行に責任を持ち,芸 術団体や華術家,文.化

施設への予算配分に蘭して,文 化省 に提言する。文化省は,文 化評議会やその

他関係機関で検討 した予算配分について細部まで決定 し発表する。こうした予

算 配 分 に関 して も,大 きな支 出で あ る ロ イヤ ル ・.オペ ラ等 へ の配 分 に関 して は

議 会 の採 決 にか け られ る。

こ の様 な,議 会 ・文化 省(政 府 〉・文 化評 議 会 が 多 元 的 に関 わ る予算 過程 は,

イ ギ リス に代 表 され る芸術 評 議 会 が 多 くの権 限 を持 つ公 的支 援 シ.ステ ム とは,

大 変 異 な っ て い る。 芸 術 評 議 会 に よ る 公 的 支 援 は,ケ イ ン ズ の提 唱 に よ り,

ア ー ム ス ・レ ング ス の原 則Pに 基 づ い て 始 め られ た が,予 算 配 分 の権 限 を持 つ

芸術 評 議 会 と芸 術 団体 の癒 着 が 非効 率 を生 む と して近 年 問題 に な って い る。

県 や]ミ ュー ン レベ ルで も,議 会 の 弓1に文 化委 員 会 が あ り,文 化担 当部 局 と

と もに 文 化政 策 の遂 行 に責 任 を負 って い る。 文化 委 員.会の よ うな,議 会 の 中 の

専 門 委 員 会 に は,議 会 勢 力 に対 応 す る.各政 党 あ議 員 ば か りで な く,住 民 もそ の

構 成 メ ンバ ー に加 わ る こ とが で き る。 つ ま り,ス ウ ェー デ ンの芸 術 ・文 化 支援

4)Frey,B.S.,andWernerW.P`⊃mm巳rehn巳,M脚5μ η♂Mα 癖 直∫「且τ飾r惚 εゆ 聖地 伽EL初o加`5

げtheA-ts,B翻s註B量ackwe皿.1989・

5)政 府 は 「お 金 ぽ 出 す が,口 は 出 さ ない 」 とい う考 え 方 で あ る。1946年.ケ イ ンズ に よ る こ の原

則 の 提 唱 に よ り,イ ギ リス芸 術 評 議 会 が 発 足 した 。 つ ま り,政 府 は 芸術 支援 に 直接 関与 せ ず,専

門家 で あ る芸 術 評議 会 に 予算 配分 を委 ね る公 的 支 援 シ ステ.ム で あ る 。
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シ.ステ ムは,多 元 的評 価 に基 づ く公 的 支援 シ.ステ ムで あ る とい うこ とが で き る。

ヨー ロ ッパ カ ウ ン シル が1989年 に ス ウ コL一デ ンの 文 化 政 策 につ い て 調 査 を

行 っ てい るが,そ の 中 で い くつ か 特 徴 的 な こ とを指 摘 して い る㌔ ま ず,予 算

が 多 い に も関 わ らず,政 府 に よ る.コン トロー ルが 少 な い こ とで あ る。 これ は,

国 立 と呼 ば れ る多 くの芸 術 団 体 が 政 府 に雇 用 され た非 営 利 組 織 で あ る とい う先

に述 べ た事 情 に よ る もので あ る。 この様 な ひ ものつ か ない 自由 な補 助 金 は ヨー

ロ ッパ で も稀 で あ る と調 査 も指 摘 して い る。 国か ら 自治 体 に対 して 補 助 が行 わ

れ る場 合 も同様 で,使 い 方 は各 自治体 に任 さ れ て い る。 特 定 補 助 金 と して,国

か ら地 方 に 配分 され る補 助 金 が あ る が,こ れ は ナ シ ョ.ナル ・ ミニマ ム保 障 の た

め の補 助 金 で あ る。2呑 め に は,年 々 の予 算 編 成 過 程 が 極 め て オー プ ンで,議

会,文 化省,文 化 評 議 会 の議 論 を通 して決 定 され る ので 時 間が か か る こ とで.あ

る。 ヨー ロ ッパ カ ウ ンシ ル は,も っ と権 限 を文 化 評 議 会 に集 中 す る こ とを勧 告

して い る。 しか し,こ づ した 一 見煩 雑 に も見 え る意 思 決 定 の ス タイ ル も合 意 形

.成 を大 切 に す る政 治 的伝 統 に根 ざ した もので あ り,年 々の 予 算 過 程 が,閉.ざ さ

れ た 共 同 の意 思 決 定 へ の 歯 止 め とな って い る の.では ない か と思 わ れ る。 他 に は,

官僚 が 少 な い こ.と,文 化 に関 す る法 は 出版 の 自由 と著 作 権 が 主 で 少 な い こ とが

あ げ られ て い る。 文 化 政 策 の 遂 行 は,法 に よ ってで は な く,人 々 の 文 化 活 動 へ

の 参加 等 の デ ー タに基 づ い て 政 策 の 効果 が評 価 され,議 論 を通 じて 新 た な 政 策

が 考 え られ て い く。 芸 術 団体 へ の予 算 配分 も赤 字 額 を次 の 年 度 の 予 算 配 分 の 目

安 にす る とい うや り方 で な く,単 年 度 主義 で あ る。 芸 術 評 議 会 に権 限 を 集 中 す

る公 的 支援 シス テ ム との違 い を踏 まえ て,こ の よ うな多 元 的 な評 価 を含 む 支 援

シ ステ ムを 多元 的評 価 シ ス テ ム と呼 ぶ こ とにす る。

次 に,1974年 の文 化 政 策 に お け る分権 化 に よ り実 際 に どの様 な変 化 が 生 ま れ

た か を み て い く こ とにす る。

6)Co皿cilofEurope,Naaio"認C厩 螂 α〃'o`砂 加 ∫蹴4飢Reportげ αE翼 π脚 α躍G用 ψ げ 血1一

戸罐π,LibergrafStockholm,1990.
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3国,県,市 の 文 化 支 出 の 変 化

ス ウ ェ ー デ ン の 国,県,市 を 合 わ せ た 公 的 文 化 支:出 の 対GDP比 は 世 界 で 最

も 高 く,0.24%で あ る 、 一 人 当 た りの 公 的 文 化 支 出 も 最 も 高 い η。 文 化 支 出 の

範 囲 を ど こ ま で に す る か で デ ー タ は 変 化 す る と思 わ れ る が,オ ー ス トラ リ ア と

合 衆 国 い ず れ の 統 計 で も最 も高 い 数 値 を 示 し て い る 。 芸 術 ・文 化 支 出 全 体 に 占

め る 公 的 支 出 の 割 合 は30%で あ る 。

1974年 以 降 の 分 権 化 は,国,県,市 の 文 化 支 出 の 割 合 を 変 化 さ せ た 。 文 化 支

出 全 体 で は,1971一 一72年 の32億 ク ロ ー ナ か ら1986～87年 の79億 ク ロ ー ナ へ と 約

2.5倍 に 増 え て い る 。 こ の 増 加 は,主 に70年 代 に 達 成 さ れ た も の で,80年 代 か

ら は そ(p伸 び 率 が 鈍.り,横 ば い に な っ て い る。 こ う し た 全 体 の 傾 向 に 対 して,

70年 代,80年 代 を 通 じ て 支 出 を伸 ば した の が 県 で あ る 。 国,県,市 の 文 化 支 出

の 割 合 は,1970-71年 の(偲:4=52)か ら1986一 一87年 の(38=8=54)へ と 変

化 し て お り,1993～94年 に は 更 に(32,4:9.5158.1)へ と 変 化 し て い る8}。 国

と 地 方 の 比 は,44156か ら32=68へ と 変 化 し,県 の 割 合 は2.4倍 と な っ て い る 。

国 レ ベ ル の 文 化 支 出 が 国 の 支 出 全 体 に 占 め る割 合 は,1%で あ り,県 の 場 合 は,

教 育 ・文 化 支 出 と し て4%,市 は レ ク レ ー シ ョ ン ・文 化 支 出 と し て7%で あ

.る%つ ま り,地 方 レ ベ ル で も文 化 支 出 は 国 と 相 当 か そ れ 以 上 の 割 合 を 占 め て

い る と い え る 。 ス ウ ェ ー デ ンで は,住 民 生 活 に密 着 し た サ ー ビ ス は,市 レベ ル

で 行 わ れ て お り,文 化 政 策 の 分 野 で も,市 レ ベ ル で 図 書 館 を 中 心 と した 文 化 支

出 が 多 い 。 し か レ,劇 場 や コ ンサ ー トホ ー ル,博 物 館,美 術 館 等 の 文 化 施 設 を

維 持 す る に は,市 の 人 口 規 模(3万 人 前 後)で は 難 しい 。 そ こ で,.こ う した 地

方 に お け る 文 化 施 設 は 県 レ ベ ル(人 口30万 人 前 後)に つ く られ て い る 、 こ の 問,

7)o汐.δ 直レThmshy,D.,駈 丁卜ePmducd【ma丑"CDn5umptionoftheArts:,、ViewofCultし πal

Ecけnomics"及 び,He曲 川皿,エ.andCharlesM.G■ey,7腕8Eb即 知`5財ズAr'齪d〔 溜'πr6翻

』肌βr加η悔f如 称 を参照。 オー ス トラ リアのデー タは,1988-91年 の資 料に基づ くもので あ

り,合 衆 国のデータは,1985年 の資料 に基づ くものである。

8)TheNatiol囲CDunci正forCulturalAffai【s.&肥 読5ぬQ`加 胆」乃Zκン,Libug■a【St㏄kholm,

1994.

9)TheAuth。rsandtheSwedishInstitute,3ω8踊 加f㎡Goロ8… 旭,Gu㎜es30nsTryck巳fi

AB,1993,PP.72-73.
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県 の文 化 支 出が 増 え たの は,地 方 にお け る 文 化施 設 で あ る博 物 館 や リー ジ ョナ

ル シ ア ター等 が増 加 した ため で あ る。 国 の 文 化 支 出 の5分 の1は,リ ー ジ ョナ

ル シ ア ター等 の 地方 の文 化 施 設 に も配 分 さ れ て お り,文 化 の享 受 に お け る地 理

的格 差 を な くす とい うナ シ ョナ ル ・ミニマ ム保 障 に,国 が積 極 的 に 関わ っ てい

るの で あ る。

4演 劇の分野における変化

次 に,音 楽,図 書 館,美 術 館 ・博 物 館,劇 場 の4分 野 の 中で,最 も分 権 化 の

効 果 が 見 え に くか った とい われ る劇 場 の分 野,演 劇 分 野 につ い て.こ の間 の 変

化 を見 て い く こ とにす る10)。この 間の 大 きな特 徴 は,リ ー ジ ョナ ル シ ア ターが

1970年 の11ヵ 所 か ら現 在 の26ヵ 所 へ と増 えた こと,独 立 グ ル」 プ(公 立 で は な

い劇 団)へ の補 助 が 増 加 した こ と.,こ ε もや 若 者 を対 象 と.した演 劇 の 充実 で あ

る。 ス ウ ェー デ ンの県 は23,県 に所 属 しな い市 が3ヵ 所 あ るの で,リ ー ジ ゴナ

ル シ ア ター の 数 は それ.とほぼ 一 致 す る。 県 の 入 口 は,平 均 す る と30万 人位 で 日

本 の 地 方 中核 都 市 に ほ ぼ 匹敵 す るが,日 本 と違 うの は,建 物 だ けの ホー ルで は

な く所 属 す る 劇 団 に よ っ て劇 場 が 運 営 され て い る こ とで あ る。 演 劇 公 演 数全 体

に 占め る1」一 ジ ョナ ル シア ター の割 合 は35%か ら47%へ と増 加 レ,反 対 に リ.ク

ス テ ア テ ル ン(国 立 劇 団)は,22%.か ら9%へ と減 少 して い る 。公 的補 助 を受

けて い る独 立 グ ルー プ の 数 は44(1975-76年)か ら56(1985-86年)に 増 加 し,

1ヵ 所 当 た りの 補 助 額 も年2ユ8万 円 か ら600万 円へ と増 加 して い る。独 立 グル ー

プ の数 は100-120で あ るか ら,全 体 の半 分 が 公 的 補 助 を受 けて い る こ とに な る。

独 立 グ ル ー プに よ る公 演 数 は公 演 数 全 体 の36%を 占 め る が,こ れ らの公 演 の

60%は,ス フ トクホ ル ム,マ ル.メ,ヨ ー チ ボ リに集 中 して おb,こ れ らの都 市

にお け る演 劇 創 造 の質 に寄 与 して い る。観 客 数か ら見 て も,国 立 や 公 立 の劇 団

10)演 劇の分野 は,分 権化 を始めた時点で.・番未 整備で あった こと.特 に労働集約的な分野 である

こと,80年 代後半か ら予算が伸 びなか ったが,経 費増加分 をチケ ット価格 に転嫁 しなか ったため,

作品数が減少 した こと等 の事情があ る。演劇は,収 入 よ り経 費の増加が著 しい とい う舞台芸術 と

しての特徴 が強 く現 れる分野で ある。
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よ りも,都 市 の私 立劇 団(独 立 グ ル ー プ)の 方 が観 客 数 を伸 ば してい る。

こ ど もの た め の演 劇 に 関 して言 えば,公 的補 助 を受 け て い る劇 団 の 全 演 劇 数

の 中,こ ど もや 若 者 を対 象 とす る 演 劇 の割 合 は36%(1976～77年)か ら4.1%

(1985年 ～86年)へ と増 加 して い る。 リー ジ ョナ ル シ ア ター に つ い て も,全 公

演 の32%が こ ど もや 若 者 の た.めの演 劇 で あ る。

こ の様 な変 化 は,演 劇 の 享受 に お け る格 差 を是 正 し,文 化 的平 等 の達 成 に ど

の程 度 貢 献 し てい るだ ろ うか 。 人 口1万 人 ・1年 当 た りの公 演 数 で は,ス トッ

ク ホ ル ムが29で 最 も多 く,.全 国平 均 で は17で あ る。 しか し,イ ギ リス に お け る

格 差 は,ロ ン ドン35に 対 し全 国平 均11で あ るか ら,ス ウ ェー デ ンの格 差 は小 さ

い。 リー ジ ョナ ル シ ア ター が そ の地 域 で 演 劇 を提 供 す る こ とで 地 方 の 公演 数 が

増 え て い る とい え る。 人 口 当 た りの公 演 数 とい う点 で は,リ ク ステ アテ ル ン と

リー ジ ョナ ル シ ア ター は補 完 的(競 合 的)役 割 を演 じ,リ ー ジ ョナ ル シ ア ター

と独 立 グ ル ー プ は相 乗 効 果 をあ げ て い る 。

ま た,1年 間 に少 な くと も1回 は劇 場 に行 った こ とのあ る人 々の割 合 は,イ

ギ リス24%,ド イ ツ23%,フ ラ ンス10%に 比 べ,ス ウ ェ ー デ ンは29%(1968

年)か ら34%.(1985-87年)に 増加 して お り,こ こに も リー ジ ョナ ル シ ア ター

の増 加 と独 立 グ ル ー プへ の 補 助 の効 果 を み る こ とが で きる。 しか し,劇 場 へ の

参加 は ス トック ホ ル ムで50%と 最 も.高く,高 学 歴 の人 ほ ど高い こ と もわ か って

お り,格 差 が 全 く.無くな った 訳 で は な い 。 この こ とば,平 等 性 の実 現 の た め に

は,国 の再 分 配 的観 点 か ら の政 策 だ けで は 十分 で は な い とい うこ と を示唆 す る。

論 文(ユ)でも指 摘 した よ うに,地 域 の 中 に,市 場 を通 じた私 的財 と して の評 価 だ

けで な く,社 会 的評 価 を表 示 す る機 会 を つ く る とい う分 権 的評 価 シ ス テ ムが必

要 で あ る 。 ま た,参 加 回数 とい う指 標 は,目 に見 え る とい う点 で は分 か りや す

い が,こ う した形 の.ヒで の格 差 を全 く無 くす る こ とに意 味 が あ るか ど うか は,

検 討 の 余 地 が あ る よ うに思 う。
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次 に,分 権 化 の効 果 につ い て 検 証 す るた め に,県 の文 化 政 策 と リー ジ ョナ ル

シ ア ター につ い て,コ ッパ ー バ ー グ県 の事 例 を と りあ げ る%コ ッパ 「 バ ー グ

県 は ス ト ックホ ル ム の北 西 に位 置 す る人 口 約30万 人 の 県 で あ る 。人 口規 摸 の 点

で も平 均 的 で あ り12♪,文化 予 算 か ら見 て も,多 く もな く少 な く も ない 県 で あ

る1㌔ また,1990年 の県 の支 出 に.占め る教 育 ・文 化 支 出 の平 均 は4%で あ り[4〕,

1995年 の コ ッパ ー パ ー ク県 予 算 で は,教 育 が4%,文 化 が1.5錫 とな って お り,

平 均 的 な事 例 と して扱 え る と判 断 し.た。.

コ ッパ ーバ ー グ県 は ダー ラナ地 方 と も呼 ば れ,夏 至 祭,民 族 音 楽,織 物,刺

繍 等 古 い 民 族 的 伝 統 が 残 る と共 に,「 ニ ル ス の不 思 議 な 旅 」 の 作 者 セ ル マ ・

ラー ゲ リ ョフ や 画 家 の カー ル ・ラー シ ョ ン を生 ん だ 地 で もあ る。 ダー ラ シ ァ

ター の あ る フ ァー ル ンは コ ッパ ー バ ー グ県 の行 政 的 中 心 地 で,人 口5万5千 人,

銅 山 で 栄 え た 町 で あ る(コ ッパ ー バ ー グ とは ス ウ ェ ーデ ン語 で 銅 山 の意 味)。

17世 紀 ～20世 紀 の.スウ ェ ーデ ンの 近代 化 を支 えた この 銅 山 は1992年 末 ま で操 業

し,現 在 は博 物 館 に な っ てい るご

1コ ッ パ ー バ ー グ 県 の1994年 度 支 出 と1995年 度 予 算

ス ウ ェ ー デ ン に お け る 国,県,市 の 関 係 は 対 等 で あ り,行 政 的 役 割 分 担 も 明

確 で あ る 。 県 の 主 な 仕 事 は 医 療 と 文 化 で あ り,予 算 に も そ れ が 反 映 し て い る 。

1994年 度 支 出 は,ネ ッ トで33億6300万 ク ロ ー ナ,ユ995年 度 予 算 は,31億6500万

ク ロ ー ナ で あ る 。

11).ス ウ ェー デ ンの行 政 単 位 は,レ ー ン と コ ミュ7ン で あ る が,こ こで は.レ ー ン を県 と訳 す こ と

にす る 。 ほ とん どの り一 ジ ョナ ル シ ア ター は,レ ー ンに属 して い る ため.今 回 は レー ン レベ ル の

調 査 を 中 心 に行 った。 県 の 予算 の 中心 は医 療 で あ るが,病 院 の 予算 の 中 に も 文化 予 算 が 組 ま れ て

い る。

12)TheAuthorsnvdtheSwedishInstitute,5w64ゴ ∫距Lo`4!Goτ ・霞rπ醒8η∫,1993,p.18.

13)TheSwedishMinistryofEducationandCulturalAffairs&TheSwedishNorionalCouncil

farCulturalAffairs,SwedishStateCulturalPolicy,UbergrafStoekhol叫1991〕,p.96.

14)OP.ac,翫 肥4ゴ読 ム㏄α`Gθ τ捌 岡εη∫,p.73.
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〈コ ッパ ー バ ー グ 県の 支 出及 び 予 算 内 訳〉

(29)29

1994年 度 支 出1995年 度予 算

健康(病 院)

歯科

社会福祉

教育

文化

その他

県が持 ってい る会社等

83%

3.5%

2%

3.5%

1.5%

3%

3.5%

81.5%

4飴

2.5%

4%

1.5%

3拓

3.5%

〈コッパーバーグ県の1996年 度文化予算〉

① 文化施設 (単位 は千クローナ〉

県予算. 国 の補助

ダー ラ シ ア ター

ダー ラ ナ博 物 館

(臨時 予 算)

未来(科 学)博 物 館

図 書 館
コ ン.サー トホ ー ル

映 画 セ ン タ ー

10,144

7.453

400

3,612

1,791

1、784

95ユ

3,742

2.,676

1].1

1,045

11,765

200

26,135 19,539

※ コンサー トホ・一ルの予算 には19人 の オーケス トラを含 む

② 住民 組織(団 体)の ため の予 算

学 習 サ ー グ ル

若 者
ス ポ ー ツ

そ の 他

合 計

↓O,388

2,548

3,054

3,834

.19,824

③ その他の予 算

プ ロ ジ ェ ク ト

精神 病院博 物館

著 作 権

賞 金 ・奨 学 金

そ の 他

合 計

200

544

145

110

98

1,097

総 合・ 計 47,556千 ク ロ ー ナ

(7億6089万6千 円)
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2.コ ッパ ーバー グ県の1996年 度 文化予算

県 の文 化 予 算 は,大 き く① 文 化施 設 の予 算,② 住 民 組 織 の た め の 予算,③ そ

の他 の予 算,に 分 け られ て い る 。

.県 の 文 化 部 局 の職 員 は4.入 で あ る。1974年 以 降,最 も力 を 入 れ た の は,」一

ジ 耳ナ ル シ ア ター,オ ー ケ ス トラ,博 物 館,シ ネ マ セ ン ター 等 の 文 化施 設で あ

る。 シ ネマ セ ンター は こ こ2～3年 の新 しい 動 きで 地 方 の ア イデ ンテ ィテ ィの

確 立 と経 済 効 果 の 両 方 が あ るの で期 待 され る分 野 で あ る とい う。 ま た,こ こ2

～3年 は財 政 難 で 文 化 予 算 もユ5%程 カ ッ トされ てい るの でEUか ら資金 を得 る

な どの新 た な試 み も始 ま って い る 。文 化 政策 の責 任 や 大 まか な 方 針,予 算 等 は,

議 会 に所 属 す る文 化 委 員 会 が担 当す る。 こ の文 化 委 員 会 の メ ンバ ー は議 員 だ け

で な く,住 民 の 中 か ら も選 ば れ る 。 日本 で あれ ば 県 の 文 化 担 当 部 局 の職 員が 行

うよ うな仕 事 もこの 文 化 委 員 会 が行 っ て い る。

難

呼

3タ'一 ラシアター

ダー ラシ ア ター は,1974年 の 文化 政策 に よ り,独 立 グ ルー プか ら リー ジ ョナ

ル シ ア ター に な った 公 立 の 劇 団 で あ るが,運 営 は全 て ダー ラ シ ア ター の メ ン

バ ーで 行 っ《い る。 劇 団 と して の 目的 は,ダ7ラ ナ地 方 の 人 々 に プ ロの 良 い演

劇 を届 け る ことで あ る。 劇 団 の 構 成 は俳 優7人,技 術 者7人,管 理.・運 営部 門

7人 に,必 要 に応 じて 雇 用 され る フ リー ラ ンサ ー を加 え て35人 で あ る。 ダー ラ

ナ地 方 に は,15の 市(コ ミュー ン)が あ る が,上 演 回数 は フ ァー ル ンで50%,

そ の 他 の市 で50%で あ る 。年 に3作 品 を創 り,180回 の 公 演 を して い る 。 ダー

ラナ に は他 に プ ロ の劇 団 が な い の が 問題 点 だ が,毎 月 こ ど もの ため の 演 劇 を つ

くる劇 団 が他 か ら も来 て,共 に 作 品 の創 造 もす る 。 こ.ども,.若 者 は特 に大切 な

分 野 で あ る。 観 客 は増 え て い て1995年 が 最 高 で あ っ.た。 ま た,100人 位 の鑑 賞

組織 が市 ご とに あ り,市 の 補 助 も受 け な が ら演劇 を呼 んだ り宣 伝 した りとい う

演劇 普 及 の活 動 を行 って い る。

収 入全 体 に占 め る チ ケ ッ ト収 入 は,チ ケ ッ ト価 格 が 安 い た め もあ って,7%
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助

助

助

人収

捕

補

補

ト

の

の

の

ッケ

県

国

市

チ

】0,300(千 ク ロ ー ナ)

3,80D

700

900

合 計 15,700(千 ク ロ ー ナ)

(約2億4千 万円)

と非常 に低 い。 チ ケ ッ ト収 入 を 年 の公 演 同数 で 割 る と1回 当 た り,8万9千 円

で あ る。 こ ど もを対 象 に演 じる場 合 は,1回 当 た りの 観 客 が50～60人 で あ る こ

と もあ り,こ う した数 字 に な って い る。 チ ケ ッ ト価 格 は,"誰 で も観 られ る よ

うに 安 く'レが コ ンセ プ トセ あ る。 ダー ラ シア ター に は,演 劇 創 造 の た め の 空 間

(大道 具,小 道 具,.衣 裳,メ ー キ ャ ップ等 の部 屋)が 沢 山 あ り,ブ ラ ック ボ ッ

ク ス とい う リハ ー サ ル 空 間 に は120%の フ レキ シ ブ ル な客 席 もあ り,そ の場 で.

上 演 もで き る。 ダー ラシ ア ター と隣 合 わせ で300-400席 の シ テ ィホー ルが あ る 。

4ア マチュア演劇 グル ープの活動

ダー ラナ に は ダー ラシ ア ター以 外 に プ ロの劇 団 は ない が,50の アマ チ ュ ア演

劇 グ ルー プが存 在 す る。 ス ウ ェ ー デ ンにお け る アマ チ ュア演 劇 の 歴 史 は古 く,

今 世 紀 初 め に 遡 る こ とが で きる。 アマ チ ュ ア演 劇 に対 す る市 の補 助 もあ るが,

ダー ラ シ ア ター.のブ ラ ック ボ ック ス を 自由 に使 用 で きる のが 活 動 に とって 大 き

な意 味 を持 つ 。夏 休 み の野 外 劇 で は ダー ラ シ ア ター と共 演 す る。 アマ チ ュ ア演

劇 の 全 国情 報 誌(年6回 発 行,発 行 部 数2100部)も あ り,夏 休 み に,全 国 到 る

所 で行 わ れ る野 外 劇 の情 報 も掲 載 され る。

5ま と め

調査 を通 じて,1974年 の 文 化 政 策以 降 リー ジ ョナ ル シ ア ター を は じめ とす る

文 化 施設 に重 点 を おい た政 策 が 県 レベ ルで 行 わ れ,観 客 も増 加 して い る こ とが

,
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わ か る。 しか し,90年 代 以 降 の国 の財 政 削 減 の影 響 もあ らわ れ て お り,シ ネマ

セ ン タ ーの よ うな情 報 技 術 と結 びつ い た分 野 で の新 た な試 み や その 経 済 効 果 等,

地 域 と文 化 の よ り多面 的 な可 能 性 を探 ろ う と して い る こ とが わ か った 。 また,

リー ジ ョナ ル シ ア ター の裾 野 に は50の アマ チ ェ ア グ ルー プ と鑑 賞 組 織 が 存 在 し,

それ らが 公 的 な 補助 を受 け なが ら ネ ッ トワー ク を形成 し,地 域 文 化 を創 って い

る点 が注 目 さ れ る15}。また,リ クス テ ア テ ル ン(国 立 劇 団)が3分 の1,県 が

3分 の2の 人 件 費 を 出 し合 って,こ の地 域 の演 劇 を コー デ ィ ネイ トす る専 門家

を お い てい る こ と は,ネ ッ トワー クの形 成 に と って 大 きな 意味 を持 づ6,。

IIIス ウ コ[一デ ンの 文化 政 策 に お け る分権 化 の 新 た な段 階

以.ヒに見てきたように,1974年 の文化政策は,県 レベルでの文化施設の増加

と,そ れによる文化への参加機会の平等化 と増加をもたらしたといえる.。.ス

ウェーデンの公的文化支出が高いことは前述 したとおりだが,家 計支出におい

ても文化支出の割合ぶ高い。家計支出に占める文化的支出の国際比較では,ス

ペ イ ン4 ,6%,フ ラ ン ス6.5%,イ タ リ ア7.1%,イ ギ リ ス9.3%,ス ウ ェ ー デ ン

10.2%で 最 も高 く な っ て い る 。 こ の 間 の 文 化 窪 の 公 的 支 出 と 家 計 支 出 の 変 化 に

つ い て は,公 的 支 出 は1人 ・1年 当 た り378ク ロ ー ナ(6千 円)か ら940ク ロ ー

ナ(1万.5千 円 〉 へ と約2.5倍 に な っ て い る の に 比 べ,家 計 支 出 は1人 ・1年

.当 た り2063ク ロ ー ナ(3万3千 円)か ら2438ク ロ ー ナ(3万9千 円)へ と 約

1.2倍 に な っ て い る 。 しか し,劇 場 や 映 画 等 へ の.家 計 支 出 は,ユ6億5千 万 ク ロ ー

ナ(1人 当 た り3300円 〉 か ら33億 ク ロ ー ナ(1人 当 た り6600円 〉 へ と2倍 に

な っ て い る 。

1988年 に は,1974年.の 文 化 政 策 と そ の 成 果 を 踏 ま え て,文 化 政 策 は 「表 現 の

15)博 物館 の中に,セ ルマ ・ラーゲ リョフの部屋 を再現 した部分が あ り,そ こを舞台 として ダー

ラ ・シアターが上演 した り,か つ てカー ル ・ラー シ ョンの住居だ った家 と庭 を使 って,夏 の1週

間アマチュアグルー プに よるカール ・ラーシ ョン劇が演 じられた りす る。地域の歴 史と固有性 を

生か した新 たな文化の創造 に意欲的で ある6.

16}22の 地域 にこの様な コーデ ィネーターが存在す る。30年 かか って?く りあげた制 度だ というこ

とで ある。
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自 由,.多 様 性,質,文 化 的平 等 」 に関 わ る もので あ る と要 約 され て い る。 更 に

今 後 重 要 とな る 目標 と して,

・芸 術 家 の労 働 条件 の改 善

・こ ど もや 若 者 の分 野 で の努 力

・アマ チ ュ ア活動 の量 を広 げ質 を向 上 させ る こ と

・地 域 の 文 化 生活 を 豊か にす る こ と.

が あ げ られ て お り,創 造 面 で の刷 新 や 新 た な グ ルー プの参 加,ス ウェ ー デ ン文

化 の固 有 性 の 保 持,地 域 発 展 に お け る文 化 の多 面 的役 割 を考 え て い く こ とが 強

調 され てい る。.また,こ こ数 年,国 の財.政難 で 文 化予 算 も減少 して い るが,ド

ラ マ テ ィ ック ・イ ン ステ ィテ ユー トの予 算 だ け は,増 え て い る。 ドラマ テ ィ ッ

ク ・イ ンズ テ ィテ ユニ トとは,.1970年 に ス ター トした舞 台 関係 に携 わ る俳 優 以

外 の全 て.のス タ ッフ(脚 本,演 出,照 明,音 響 等)の 養成 と研 究 を行 ってい る

国立 大 学 に相 当 す る機 関 で あ る1ア ー トと最 新 の 情報 技 術 を結 合 す る試 み が 行

わ れ て お り,芸 術 的 な教 育 も十分 に受 け た卒 業 生 が テ レ ビや ラ ジ オ等 の放 送 関

.係 の分 野 で も活 躍 して い る。 地方 の フ ィル ム セ ンター と.協力 レて短 期 の フ ィル

ム.スク ー ル を地 方 で 行 う試 み も始 め て い る。

この様 に,平 等 か ら出 発 した分 権 化 は,多 様 性,質,固 有性 とい う新 た な課

題 に 直 面 してい る。 そ う なれ ば,地 域 に お け る文 化 の多 面的 役 割 を考 えて い く.

こ とが課 題 とな る の は必 然 で あ り,文 化 の持 つ ア メ ニ テ ィと して の価 値 が 問わ

れ る こ と に な るだ ろ う。 「文 化 的民.L主 義 は,社 会 的 公 正 の 表 現 と して ばか り

で な く,社 会 の創 造 性 に貢 献 す る。」 と表 現 され て い る1%

IV結 論

1974年 に 始 め られ た ス ウ ェ ー デ ンの 文 化 政 策 に お け る分 権 化 は,ま ず,文 化

へ の 参 加 の 平 等 を 強 く打 ち だ した もの で あ った 。特 に,地 理 的格 差 や 教 育 に よ

る不 平 等 を 無 くす こ とに力 が 注 が れ た。 県 レベ ルの リー ジ ョナ ル シ ア ター等 が

17)`壌`ゴ`,5z膨4勲Stan,CulaeralPolicy,p.77・
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つ くられ,』.享受機 会や 活 動 の場 の 格 差 は 減 少 し,全 体 と して は,そ う した 機 会

が 増 加 した とい え る。 こ う した 平 等 性 の 実 現 の た め に,国 が ナ シ ョナ ル ・ミご

マ ム保 障 を積 極 的 に行 って い る こ とは,前 述 の とお りで あ る。

1988年 に出 さ れ た報 告 で は,こ う した 成 果 を 踏 ま え,多 様 性,質,固 有 性 が

強 調 され て い る。 実際,演 劇 の分 野 で も,国 立 劇 団,り 一 ジ ョナ ル シ ア ター,

独 立 グ ルー プ,ア マ チ ュ ア グル ー プ とい う性 格 の 異 な る 団体 が 公 的 な補 助 を受

け なが ら,ネ ッ トワー クを形 成 し,質 や 多 様 性,創 造 性 に 貢献 し.てい る。 こ う

した供給 主体 の 多様 化 は,住 宅 や 保 育,教 育 等他 の分 野 で も見 られ る顕 著 な 傾

向 で あ る。 しか し,こ う した 供 給 主 体 の 多 元 化 が,公 共 的 な ネ ッ トワマ クを 形

成 しなが ら行 わ れ て い る こ とが 特 徴 で あ るヨ9〕。

ま た,ス ウ ェー デ ンの 文 化 政 策 の 対 象 は 幅 広 く,本 や 雑 誌 等 の 出版 物,レ

コー ドやCD,映 画や ビデ オ,新 聞 ・放 送 等 の 分 野 を も含 む もので あ る。 こ う

した分 野 で は,創 造 上 の刷 新や,多 様 性,質,平 等 性 を 市 場 の ル ー ル を通 じて.

実 現す る こ とが 課 題 とな る。 また,ス ウェ ー デ ンで は,新 聞,雑 誌,映 画や 劇

場,コ ンサ ー トの チ ケ ッ トが付 加価 値 税 の対 象 か ら外 され て い る。 しか し,文

化 産 業 の経 済規 模 が 大 きい こ とや,EUめ 他 の諸 国で 付 加 価 値 税 が 文 化 政 策 の

手 段 と して使 わ れ て い る等 の 事 情 か ら,1991年 の税 制 改 革 に向 けて 見 直 しが検

討 され た が,実 現 に は至 っ てい ない 。今 後 情 報 技 術 と結 びつ い た 文 化 産 業 の

規 模 は増 大 す る こ とが 予 想 さ れ る。 文 化 へ の 公 的 支 出 が 世界 で 最 も大 き い ス

ウ ェ ー デ ンで も文 化 支 出 の7割 は個 人 支 出 で あ る。文 化 産 業 の市 場 に どの 様 な

ル ー ル をつ くるか が 問 わ れ る こ とに な る だ ろ う。

芸 術 ・文 化 へ の公 的 支援 の根 拠 に 関 して,平 等 性,外 部 性,効 率性 の3つ の

観 点 か ら論 じられ て い る こ とは,論 文(Dで 前 述 した 通 りで あ る 。 ス ウェ ー デ ン

の 文化 政策 の分 権 化 にお い て は,最 初 の段 階 で は,平 等 性 の 観 点 が 強 く打 ち 出

ユ8)宮 本太郎氏は,「 大阪 の住民 と自治」212号.1996年 の中で,公 共サー ビスが,利 用者 にとって,

体 系的に届 くげれど も,.選 択の余地が広 が るよ うな市場原 理の導入 に対 して,ス ウェーデ ンo

キ ャスチ ン ・フ ォン ・才ッター とい う研究者が.「公共的競争」 と名づけているこ とを紹介 してい

る。利用者 に情張 も提供せず,バ ウチ ャーを与 えて市場に放 り出す方法を批 判 したもので ある。
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さ れ て い た とい え る。 しか し,1988年 に は,地 域 に お け る文 化 の 多 面 的役 割 が

強調 さ れ て お り,平 等 性 を基 礎 に.しな が ら も,コ ミュ ニ テ ィにお け る価値 とい

う外部性を意識する議論へと転換 してきている%こ うした転換が,経 済のグ

ロー バ ル化 や そ れ に伴 う財 政 難,EUへ の 統 合 に よ る経 済 環 境 の 変 化,そ して

何 よ り情報 技 術 の発 達 に よ る文 化 産 業 の発 展 を 背景 に持 つ もので あ る こ と は,

言 う まで もな い。 つ ま り,分 権 化 は,通 常 議 論 され る,公 共 サ ー ビ スの 供 給 主

体 の 多様 化 に よ るサ ー ビスの 質 の 多様 化 とい う論 理 に と ど ま ら ない 内 容 を持つ

もの で あ る と.いえ る。.人々の 混 合 財 に 対 す る評 価 が,私 的評 価 と社 会 的 評 価 を

混 在 させ る可能 性 につ い て も,論 文(Dで 前 述 した通 りで あ り,社 会 的 評 価 を反

映 させ る シス テ ム を地 域 の 中 につ くる こ とが,コ ミュニ テ ィに お け る文 化 の 多

面的 役 割 を引 き出 して い く こ とに な るだ ろ う。 ス ウ ェー デ ンの文 化 政 策 の成 り

立 ち その もの が,生 活 世 界 か らの問 い か け とそ れ の 政 策 化 の過 程 で あ り,政 治

的 に も合 意 形 成 とい う伝 統 を持 ち,文 化 予 算 の 編 成 過程 で の 多元 的評 価 シ ス テ

ム を前 提 と して,地 域 にお け る社 会 的 評 価 の 表 示 を 更 に 発展 さ 津 て い くこ とが

必 要 で あ る。 理 論 的 に も,ヴ ィ.クセ ル の,所 得 の 再 分 配 を 前提 に した 満場 一致

ルー ル は,個 人 の私 的 評価 を 基礎 に.した もので あ る。 そ こで は,混 合財 の公 共

的 な 部分,つ ま り,外 部 性 を持 つ 部 分 へ の公 共 的 意 思 決 定 と私 益 部 分 へ の 私 的

評価 が切 り離 され て論 じられ る き らい が あ るよ しか し,現 実 には,私 的 評 価 と

社 会 的評 価 は 同時 に行 わ れ る こ と もあ り,そ う した 二 重 の評 価 を 混 在 させ る枠

.組 み が必 要 とな る だ ろ う。 これ は,北 欧諸 国が"市 場 ・混 合 経 済 か ら協 議 経 済

へ"と い う課 題 を意 識 して い る事 実 と重 な り合 う こ とか も しれ ない2%こ う し

.た 二 重 の評 価 は,.舞 台 芸術 の 観 客 が,"高 学 歴 ・高 所 得 ・専 門職'と い う属 性

19)根 木昭 ・枝.川明敬 ・垣内恵美子 ・大和 滋 「文化政策概論』晃洋書房,]996年,106-107ペ ー ジ。

日本で も,地 方公共団体においては,文 化政策が他 の政策の上位 に位置づけ られ,他 の政策が

その下位 に総合化 され る構造にな りつ つあ り.文 化政策が総合政策 としての色彩 を強めているこ

とが,指 摘 されてい 裁

2〔})尾 関周二編1環 境哲学の探求』 大月言 店,1996年,.249ペ ージ参照。「市場 ・混.合経済か ら協議

経 済へ」 とい う表現 は,デ ンマー クの政治経 済学者,0.K.ペ ー ダー センの表現 として紹介 され

ている.
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を持 つ とい う,芸 術 ・文 化 を 安 く大 量 に供 給 した り,国 に よ る再 分 配 政 策 に

よ って もなか なか 超 え られ な い ジ レ ンマか ら抜 け 出す1つ の 方 途 で もあ る。

最 後 に,文 化 政 策 にお け る分 権化 の意 味 を,芸 術 ・文 化 へ の 公 的 支援 の理 論

.的根 拠 か ら検 討 す る とい う最 初 の 問 題意 識 か ら再 度 整 理 して み た い 。

公 的支 援 の根 拠 と して は,平 等性 や再 分 配,外 部 性,効 率 性 の3つ を 上 げ る

こ とがで き る。 文 化 政 策 の 分 権 化 の 中 で は,こ の3っ の根 拠 が 全 て 問 わ れ る こ

と とな る。芸 術 ・文化 に.は,都 市 規 模 に よ る 地理 的格 差 が 存 在 す る こ と,情 報

や教 育 に よ る享受 能 力 の格 差 が 存 在 す る こ とが,平 等 性 の根 拠 と な る。 こ こで

の 平 等 は所 得 の再 分 配 に とど ま らな い 内 容 を持 つ 。 こ う した分 権 化 に は,財 源

の保 障 を含 む 国 の役 割 が 大 きい 。.言い換 え れ ば,国 の文 化 政 策 の最 大 の 根拠 が

.こ こ にあ る と も言 え る。 ズ ウ 土 一デ ンの 分 権 化 も ここ を 出発 点 と してい る。

とこ ろが,.80年 代 後 半 以 降,経 済 の グ ロー バ ル 化 とそれ に よ る財 政 難 や 情 報

技術 の発 達 に よ る文 化 産 業 の発 展 を 背 景 と して,分 権 化 は新 た な局 面 を迎 え る。

1988年 の 報告 で も 創 造 面 で の 刷 新 や 新 た な グル ー プ の参 加,ス ウ ェ ー デ ン文

化 の固 有 性 の保 持,そ して文 化 の持 つ 多 面 的 役 割 へ の 関心 が高 ま っ て い る。 芸'

術 ・文 化 の外 部性 や効 率 性 へ の注 口で あ る。 この 場 合 の外 部 性 とは,文 化 施 設

を訪 れ た人 々が,ホ テ ル矩 レス トラ ン等 を利 用 す る とい っ た通 常 言 われ る意 味

で の経 済 効 果 の み で は な い 。 コ ミュニ テ ィの 創 造 性 を 高 め る ア メ ニ テ ィ と して

の価 値 も重 要 で あ る。 こ う した芸 術 ・文 化 の 持 つ,威 光価 値 や 遺 産価 値,存 在

価 値 とい っ た.外部 性 に対 す る人 々 の評 価 は,.論 文 〔1〕で 前 述 の とお り,バ ー ゼ ル

市(州)の 住 民 投 票 に典型 的 に現 れ てい る。 バ ー ゼ ル 市(州 〉 の住 民投 票 で は,

人 々 は 議 論 や学 習 の 後,芸 術 ・文 化 の 私 的 財 的評 価 と外 部 性 の 評 価 を 同 時 に

行 って い る。 こ う した 点 を考慮 す るな らば,地 域 社 会 にお い て,人 々 が私 的評

価 と社 会 的評 価 を 同時 に表 示 す る枠 組 み が 求 め られ る。 こ う した 社 会 的 評価 の

表 示 は,消 費者 にバ ウチ ャー や クー ポ ンを与 えて 市 場 に放 り出 す こ とに よ っ て

は解 決 で きな い。 また,効 率性 の観 点か ら も,公 共 セ ク ター の 膨 張 とサ ー ビス

の 画 一 化,非 効 率 が 指 摘 され,公 共 サ ー ビス供 給 主 体 の 多 元 化 が 進 行 して い る
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事実を指摘する研究 も多い。 しかし,公 共サービスにおける本当の効率化とは,

潜在的利用者である納税者のニーズを反映することであ り,供 給主体の多様化

だけでは解決しない。住民力1潜在的ニーズ,つ まり外部性を評価 し表示するシ

.ステムが必要である。公共サービスの分権化は,住 民の社会的評価をどう扱う

かという観点からも考察されなければならない。非営利組織がサービスの質の

多様性に寄与することは事実だが,そ うした非営利組織の役割 も,こ うした地

域全体の住民のニーズを反映するシステムを全体 としてどう設計するか,と い

う文脈の中に位置づけることが必要である。つまり,分 権化の新たな局面にお

いては,平 等性ばか りでなく外部性の.評価 と効率性の達成が課題とな り,私 的

評価と社会的評価 を同時に表示で きるロ∫能性を持つ分権型評砺 システムの構築

が新たな課題として提起されているのである。

また,こ うした分権化の議論ば情報技術の発達を背景に持つ ものであり,舞

台芸術というオリジナルな文化分野ばか りでなく,情 報技術に媒介された文化

産業の発展をも視野に入れながら,地 域における文化の多面的役割を考えてい

くとい う課題を提起する。このことは,芸 術と産業,芸 術と生活の再統合を現

代的技術を媒介としながら検討するという課題に通 じるものであるが,今 後g

検討課題 としたい。


